
平成１９年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の早算式 西福岡青色申告会

平成１９年１０月２２日(月)

給与等の収入金額 （合計）　　　　　　　　　　　　　円  Ａ 課税給与所得の税率

　　　 １千円～１９５万円以下・・・・・・・５％
１９５万円超～３３０万円以下・・・・・・１０％－　９７，５００円

Ａの金額が１，６２７，９９９円以下の方は次の表で計算します ３３０万円超～６９５万円以下・・・・・・２０％－４２７，５００円
６９５万円超～９００万円以下・・・・・・２３％－６３６，０００円

　　　Ａの金額 　　　　給与所得の金額 ９００万円超～１，６９２万円以下・・・・・・３３％－１，５３６，０００円

　　～６５０，９９９円 　　　　　　　　　　　　　　　　 　０円 ①控除対象配偶者及び扶養親族の数に応じた控除額

　　６５１，０００円～ 　Ａ－６５万円  給 　人　数 　控　　除　　額 　人　数 　控　　除　　額
～１，６１８，９９９円 　　=            　　　　　　　　   円  与 　な　　し 　　　３８０，０００円 　４　　人 　１，９００，０００円
１，６１９，０００円～  所 　１　　人 　　　７６０，０００円 　５　　人 　２，２８０，０００円
～１，６１９，９９９円 　　　　　　　　　　　９６９，０００円  得 　２　　人 　１，１４０，０００円 　６　　人 　２，６６０，０００円
１，６２０，０００円～  の 　３　　人 　１，５２０，０００円 　７　　人 　３，０４０，０００円
～１，６２１，９９９円 　　　　　　　　　　　９７０，０００円  金
１，６２２，０００円～  額 ②障害者等がいる場合の控除の加算額
～１，６２３，９９９円 　　　　　　　　　　　９７２，０００円 イ．特別障害者に当たる人がいる場合 １人につき 　７５０，０００円
１，６２４，０００円～ ロ．同居特別障害者以外の特別障害者に当たる １人につき
～１，６２７，９９９円 　　　　　　　　　　　９７４，０００円 　　（人がいる）場合 　４００，０００円

ハ．一般の障害者、一般の寡婦、寡夫又は 左の一に該当する
Ａの金額が１，６２８，０００円から６，５９９，９９９円の方は 　　勤労学生に当たる（人がいる）場合 とき　　各 　２７０，０００円
次の表で計算します ニ．所得者本人が特別の寡婦に当たる場合 　３５０，０００円

　（千円未満の端数切捨て） Ｂ ホ．同居老親等に当たる人がいる場合 １人につき
　　　　Ａ　÷　４ 　　＝　　　　　　　　　　　　 　　円 　　　＜昭和１３年１月１日以前（含む）生まれ＞ 　２００，０００円

ヘ．特定扶養親族に当たる人がいる場合 １人につき
　　　Ｂの金額 　　　給与所得の金額  給 　　　＜昭和６０年１月２日～平成４年１月１日まで＞ 　２５０，０００円
４０７，０００円～ 　Ｂ×２．４  与 ト．老人控除対象配偶者又は同居老親等以外の １人につき
　　～４４９，０００円 　　＝　　　　　　　　　　　　　　円  所 　　老人扶養親族に当たる人がいる場合 　１００，０００円
４５０，０００円～ 　Ｂ×２．８－１８０，０００円  得 　　　＜昭和１３年１月１日以前（含む）生まれ＞
　　～８９９，０００円 　　＝　　　　　　　　　　　　　　円  の ③生命保険料の控除額の計算
９００，０００円～ 　Ｂ×３．２－５４０，０００円  金 　　支払った保険料の金額 　　　　　控　　　除　　　額
～１，６４９，０００円 　　＝　　　　　　　　　　　　　　円  額 　　　２５，０００円以下 支払った保険料の全額

 ２５，００１円～５０，０００円迄 支払った保険料の合計額×５０％＋１２，５００円
Ａの金額が６，６００，０００円以上の方は次の表で計算します。  ５０，００１円～１００，０００円迄 支払った保険料の合計額×２５％＋２５，０００円
６，６００，０００円～ Ａ×０．９－１，２００，０００円  給     １００，００１円以上 一律に　５０，０００円
～９，９９９，９９９円 　　＝　　　　　　　　　　　　　　円  与 ④地震保険料の控除額の計算　　
１０，０００，０００円 Ａ×０．９５－１，７００，０００円  所 　　支払った保険料の金額 　　　　　控　　　除　　　額
～２０，０００，０００円 　　＝　　　　　　　　　　　　　　円  得 ① 地震保険料等に係る契約のみ 支払った保険料の合計額（最高５万円）

旧長期損害保険料（地震保険）　１万円以下・・・その合計額
配偶者特別控除額は配偶者の合計所得に応じて段階的に変ります。 ② 　　　　　〃　〃 １万円超～２万円以下・・保険料×５０％＋５千円
配偶者の合計所得が３８万円以下及び７６万円以上、所得者本人の 　　　　　〃　〃 ２万円超～　・・・・・・・・・１５，０００円
合計所得が１千万円を超える場合、適用がありません。 ③ 上記の①と②がある場合 それぞれ計算した金額の合計額を控除（最高５万円）

詳しくは『平成１９年分年末調整のしかた』 P17、P75をご覧下さい。
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